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○
地
方
道
路
公
社
に
係
る
収
入
見
込
額
及
び
支
出
見
込
額
の
算
定
の
基
準
（
総
務
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
道
路
特
措
法
上
の
有
料
道
路
の
新
設
等
の
業
務
に
係
る
収
入
見
込
額
）

（
道
路
特
措
法
上
の
有
料
道
路
の
新
設
等
の
業
務
に
係
る
収
入
見
込
額
）

第
一
条

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規

第
一
条

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
収
入
見
込
額
に
係
る
総
務
大

則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
収
入
見
込
額
に
係
る
総
務
大

臣
の
定
め
る
基
準
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
。

臣
の
定
め
る
基
準
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
。

以
下
「
道
路
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
土

以
下
「
道
路
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
か
ら
許
可
又
は
認
可
を
受
け
た
収
支
予
算
の
明
細
上
の
当
該
年
度
以
降

交
通
大
臣
か
ら
許
可
又
は
認
可
を
受
け
た
収
支
予
算
の
明
細
上
の
当
該
年
度
以
降

の
収
入
予
定
額
の
合
計
額
に
、
当
該
年
度
前
三
箇
年
度
（
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他

の
収
入
予
定
額
の
合
計
額
に
、
当
該
年
度
前
三
箇
年
度
（
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
年
度
が
あ
る
場
合
は
、
当

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
年
度
が
あ
る
場
合
は
、
当

該
年
度
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
）
の
収
支
予
算
の
明
細
上
の
収
入
予
定
額
に
対

該
年
度
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
）
の
収
支
予
算
の
明
細
上
の
収
入
予
定
額
に
対

す
る
収
入
実
績
額
（
地
方
公
共
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た
補
助
金
等
の
実
績
額
を
除

す
る
収
入
実
績
額

く
。
）
の
割
合
の
平
均
値
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

の
割
合
の
平
均
値
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。


